[bookmark: _GoBack]様式５
労働実態審査チェックシート（申告書）

提出日　　令和５年　　月　　日
法人・団体名　　　　　　　　　　　　
法人・団体所在地　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　

≪労働契約・賃金≫　☑がつかない場合はその理由を記入してください。
	□
	○入社の際、従業員に労働条件を明示している
契約の期間、賃金、就業時間などの重要な労働条件については、書面に明示することが義務づけられています。

	□
	○最低賃金を知り、守っている
法律において労働者の最低賃金が定められており、その額以上の支払いをすることが義務づけられています。

	□
	○出勤簿、タイムカード等で労働時間を把握し、記録している
労働時間は適正に管理する必要があります。管理を怠り、長時間労働を原因とする死傷病が生じた場合は、会社が多額の損害賠償責任を負うおそれがあります。

	□
	○時間外割増賃金（残業手当）を適正に支払っている
週40時間または1日8時間以上働かせた場合は、原則として、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

	□
	○休日割増賃金（休日手当）を適正に支払っている
法定休日に働かせた場合は、原則として、通常の労働時間の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

	＜チェックが付かない理由＞





≪労働保険・社会保険≫　☑がつかない場合はその理由を記入してください。
	□
	○労働保険料（労災・雇用保険）の支払いは滞納していない
労働保険や社会保険の適用が義務づけられる会社では、対象となる従業員を必ず加入させなければなりません。

	□
	○健康保険料・厚生年金保険料の支払いは滞納していない
1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同じ業務を行っている（正社員など）一般従業員の3/4以上の者は、健康保険・厚生年金保険に加入させなければなりません。

	＜チェックが付かない理由＞






≪その他≫　☑がつかない場合はその理由を記入してください。
	□
	○職場における各種ハラスメント防止対策を講じている
職場におけるセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策、パワーハラスメント防止対策は事業主の義務です。

	□
	○年５日の年次有給休暇を確実に取得させている
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者（管理監督者や有期雇用労働者を含む）に対して、使用者は年次有給休暇の日数のうち年5日について、時季を指定し取得させなければなりません。

	＜チェックが付かない理由＞





※新潟市では、指定管理者に対し年1回労働条件の審査を行っており、労働条件通知書や就業規則・社会保険料納入証明書等、各種資料に基づき確認をいたします。
